
幼保連携型認定こども園設置認可等の事務取扱要領 
 

30 川こ子幼第 116 号  
平成 30 年 10 月 1 日局長専決  

 
（趣旨） 
第１条 この要領は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律（平成 18 年法律第 77 号。以下「法」という。）第 17 条に定める幼保連携型認定こ

ども園（以下「認定こども園」という。）の認可の申請等に係る事務取扱の基本的な事項

を定めるものとする。 
（計画の提出等） 
第２条 法第 17 条第１項に基づく認定こども園の設置の認可を受けようとする者（以下

「申請者」という。）は、原則として幼保連携型認定こども園設置計画書（第１号様式。

以下「計画書」という。）を提出しなければならない。 
２ 申請者は、計画書に、別表第１に掲げる書類を添えて提出するものとする。 
３ 市長は、計画書の提出を受けたときは、運営、設備等の基準を満たすことを確認し、承

認するものとする。 
（計画の変更） 
第３条 申請者は、承認を受けた計画書の内容を変更するときは、幼保連携型認定こども園

設置計画変更届出書（第２号様式）を提出しなければならない。 
２ 申請者は、前項に規定する幼保連携型認定こども園設置計画変更届出書に、別表第１に

掲げる書類のうち、変更の内容に係るものを添えて提出するものとする。 
（設置の認可の申請等） 
第４条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規

則（平成 26 年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第２号。以下「施行規則」という。）

第 15 条第１項に規定する認可申請書は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書（第３

号様式）とする。  
２ 申請者は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて

提出しなければならない。  
（１）学級編制表 
（２）職員組織表 
（３）職員名簿 
（４）園地、園舎その他設備の権利の帰属を証する書類 
（５）園具及び教具の明細表 
（６）設置者の履歴書（設置者が法人の場合にあっては、その沿革書及び代表者の履歴書） 
（７）設置者が法第 17 条第２項各号に該当しないことを誓約する書類 



（８）園長の就任承諾書 
（９）園長の履歴書 
（10）園長が法第 26 条において準用する学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第９条各号

に掲げる者でないことを誓約する書類 
（11）園長の資格を証する書類 
（12）理事会その他の議決機関の議事録の写し（設置者が法人の場合に限る。） 
（13）その他、別表第２に掲げる書類 
３ 施行規則第 15条第２項の規定による届出（法第 17 条第１項の認可を受けた者に限る。）

は、幼保連携型認定こども園の目的（名称、所在地、園地、園舎その他設備の規模及び構

造並びにその図面、園則、経費の見積り及び維持方法、開設の時期）変更届（第４号様式）

により行うものとする。 
４ 認定こども園の認可を受けた者は、幼保連携型認定こども園の目的（名称、所在地、園

地、園舎その他設備の規模及び構造並びにその図面、園則、経費の見積り及び維持方法、

開設の時期）変更届に、第２項第 12 号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる場合には、

当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。  
（１）施行規則第 15 条第１項第４号に掲げる事項を変更する場合 変更後の同号に掲げる

事項を記載した書類及び第２項第４号に掲げる書類 
（２）施行規則第 15 条第１項第５号に掲げる事項を変更する場合 変更後の同号に掲げる

事項を記載した書類及び変更箇所の新旧対照表 
（３）施行規則第 15 条第１項第６号に掲げる事項を変更する場合 変更後の同号に掲げる

事項を記載した書類 
５ 施行規則第 17 条に規定する認可申請書は、幼保連携型認定こども園廃止（休止）認可

申請書（第５号様式）とする。  
６ 認定こども園の認可を受けた者は、幼保連携型認定こども園廃止（休止）認可申請書に、

第２項第 12 号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。  
７ 施行規則第 18 条に規定する認可申請書は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申

請書（第６号様式）とする。  
８ 認定こども園の認可を受けた者は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書に

は、第２項各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。  
（園長選任の届出）  
第５条 幼保連携型認定こども園の設置者（市町村を除く。）が行う法第 26 条において準

用する学校教育法第 10 条の規定による届出は、園長を定めた後速やかに、園長選任届（第

７号様式）に前条第２項第 10 号から第 12 号までに掲げる書類を添えて行わなければな

らない。  
（報告書の提出） 
第６条 施行規則第 29 条に規定する報告書は、幼保連携型認定こども園運営状況報告書



（第８号様式）とする。  
２ 認定こども園の認可を受けた者は、幼保連携型認定こども園運営状況報告書に、第４条

第２項第２号、第３号及び第 13 号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。  
３ 施行規則第 29 条に規定する市長の定める日は、毎年６月 30 日とする。 
（知事への情報の提供） 
第７条 法に基づき市長が神奈川県知事（以下「知事」という。）へ送付する書類等は、神

奈川県幼保連携型認定こども園設置認可等の事務取扱要綱（以下「神奈川県要綱」という。）

第５条第１項、第４項及び第５項に掲げるとおりとする。 
２ 法第 29条に基づく変更の届出は、幼保連携型認定こども園の概要変更届（第９号様式）

に前項の書類のうち変更に係るものを添えて行うものとする。 
３ 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに知事に当該報告に係る書類の

写しを送付しなければならない。 
（書類の提出時期等） 
第８条 法第 17 条第１項に基づく設置又は廃止等の認可申請、法 29 条第１項に基づく変

更の届出又は第２条第１項に基づく書類の提出は、原則として別表第３に掲げる時期ま

でに行わなければならない。 
（市長が認可する場合の知事への通知） 
第９条 法第 17 条第４項に基づく市長から知事への通知は、神奈川県要綱第７条に掲げる

とおりとする。 
（提出書類の省略） 
第 10 条 市長は、この要領に基づき設置者が提出すべき書類について、施行規則又はこの

要領に基づいて既に提出されている他の書類と内容が同様であることにより提出の必要

がないと認めるときは、この要領に基づく書類の提出を省略させることができる。 
（委任） 
第 11 条 この要領に定めるもののほか、事務取扱に関し必要な事項は、こども未来局長が

定める。 
 

附 則 
 この要領は、平成３０年１０月１日から施行する。 
 
   附 則 

この要領は、令和６年３月１３日から施行し、令和６年２月４日から適用する。 
（５川こ保幼第６７９号 令和６年３月１３日局長決裁） 

 
   附 則 
 （施行期日） 



 １ この要領は、令和８年４月２日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 
（保育所から幼保連携型認定こども園への移行に伴う手続き時期の特例） 

 ２ 別表第３に定める第２条第１項に基づく計画の提出の手続の時期について、保育所

から幼保連携型認定こども園への移行を前提として、令和９年度に工事等の着工を行

う場合はこの規定を適用しない。また、令和９年度に保育所から幼保連携型認定こども

園に移行して開所する場合も同様とする。 



別表第１（第２条関係） 
 

 提出する書類 備考 

１ 設置趣意書  

２ 施設概要書（園地、園舎その他設備の規模を記載
した書類） 

 

３ 位置図 縮尺 1/50000 程度 

４ 案内図 縮尺 1/1500 程度 

５ 建物の配置図  

６ 全園地及び園庭の土地の求積図  

７ 建物の平面図 各階のもの 

８ 建物の立面図  

９ 園則案  

10 運営規程案 園則で兼ねる場合を除く。 

11 学級編制表  

12 職員組織表  

13 職員名簿  

14 教育及び保育の内容に関する概要  

15 子育て支援事業実施計画案  

16 管理運営に係る計画案  

17 事業開始後保育年限分の収支予算書 年度ごとに作成 

18 設置者の財務諸表 既存の法人に限る 

19 設置及び運営に関する資金計画書 新設の法人に限る 

20 借入金の返済計画 該当する場合のみ 

21 
土地及び建物の登記事項証明書 

計画提出時点のもの。建物
は現存する場合のみ。 

22 公図の写し  

23 土地売買（予約）契約書の写し 該当する場合のみ 

24 土地賃貸借（予約）契約書の写し 該当する場合のみ 

25 建物賃貸借（予約）契約書の写し 該当する場合のみ 

26 
売買又は賃借に係る承諾書 

新設の法人が土地の取得又
は賃貸借を行う場合 

27 寄附申出書の写し 該当する場合のみ 

28 建築基準法に基づく確認済証、検査済証 既存の建物を使用する場合 



別表第２（第４条関係） 
 

提出書類 

手続きの種類 

法第 17 条の設置認可申 
請、設置者の変更認可

申請 
法第 30 条の報告 

法人の寄付行為、定款等  ○ - 

位置図  ○ - 

案内図  ○ - 

建築基準法に基づく確認済証又は検
査済証の写し  

○ - 

特定給食施設の届出済である証明  △ - 

消防用設備等検査済証の写し  ○ - 

園則、運営規程以外の認定こども園の
運営に関する規定  

△ - 

子育て支援事業実施計画書  ○ - 

子育て支援事業実績報告書  - ○ 

職員研修実施計画書  ○ - 

職員研修実績報告書  - ○ 

管理運営計画書  ○ - 

管理運営に係る実績報告書  - ○ 

調理業務委託契約書  △ △ 

外部搬入実施計画書  △ - 

外部搬入実績報告書  - △ 

教育職員免許状又は保育士登録証の
写し  

○ △ 

勤務表  ○ △ 

定員及び収容状況表  ○ ○ 

設置者の財務諸表  △ - 

借入金の返済計画  △ - 

公図の写し  ○ - 

工事請負契約書の写し  △ - 

教育及び保育の内容に関する全体的
な計画  

○ △ 

指導計画  ○ - 

教育及び保育の実績報告書  - ○ 

食育に係る計画書  △ △ 

その他市長が必要と認める書類  △ △ 
 

※ △は必要に応じて提出する書類 
 
 
 



別表第３ 
 

 

手続の種類 対象条文 関係様式 手続の時期 

１ 第２条第１項に
基づく計画の提
出  第２条第１項 第１号 

(1)工事等を伴う場合 
  着工年度の前々年度３月末まで 
(2)(1)以外 
  開所を予定する日の前々年度３

月末まで 

２ 第３条第１項に
基づく変更の届
出  第３条第１項 第２号 

(1)工事等を伴う場合 
  着工年度の前年度３月末まで 
(2)(1)以外 
  開所を予定する日の前年度３月

末まで 

３ 法第１７条第１
項に基づく設置
の認可  

第４条第１項 第３号 
開所を予定する日の前年度 11月末
まで 

４ 施行規則第１５
条第２項に基づ
く 変 更 の 届 出
(法第１７条第
１項の設置認可
を受けた者に係
るものに限る。) 

第４条第３項 第４号 変更する日の前年度 12月末まで 

５ 法第１７条第１
項に基づく廃止
（休止）の認可  

第４条第５項 第５号 
廃止（休止）を予定する日の属する
年度の７月末まで 

６ 法第１７条第１
項に基づく設置
者変更の認可  

第４条第７項 第６号 変更する日の前年度 12月末まで 

７ 法第２９条第１
項に基づく変更
の届出  

第７条第２項 第９号 変更する日の前年度７月末まで 


